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（しだ・ゆういちろう）1967（昭和42）年新宿区生まれ。現在6期目。

①以下の３項目を12/1に代表質問します

区政相談受付中!
TEL・FAX 03-3355-0546
yuichiro.shida@gmail.com 志田雄一郎

ご意見・ご要望は…

新宿区議会議員

１、

総務区民委員会、オリンピック・パラリンピック文化観光等特別委員会に所属。

◎令和3年 12月1日　代表質問３項目－①
◎新型コロナウィルスワクチン３回目接種に向けた対応－②
◎第６波に備えた環境整備－③
（陽性になった高齢者・障害者の自宅療養生活を支援します）
（（仮称）自宅療養者入院待機施設の整備・運営）

1、令和4年度の予算編成と今後の区政課題について
2、公契約条例について
3、新型コロナウィルスワクチン接種と今後の施策について

②新型コロナウィルスワクチン3回目接種に向けた対応



出勤者数を２割～３割減らし、職員の感染防止に一定の効果があった。ローテーション勤務等で業務に影
響はなかった。通常使用しているパソコンや個人情報を持ち出さないことを実施したため対象業務を限定
したことが課題。個人情報保護や勤怠管理、在宅勤務に適する業務の選定などの検討を進める。テレワー
ク環境は、ハードネットワーク面で、検証環境整備を進め、在宅勤務を想定した事務処理や業務について
検証する。
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出勤者数を２割～３割減らし、職員の感染防止に一定の効果があった。ローテーション勤務等で業務に影響
はなかった。通常使用しているパソコンや個人情報を持ち出さないことを実施したため対象業務を限定した
ことが課題。個人情報保護や勤怠管理、在宅勤務に適する業務の選定などの検討を進める。テレワーク環境
は、ハードネットワーク面で、検証環境整備を進め、在宅勤務を想定した事務処理や業務について検証する
。

③第6波に備えた環境整備

【場所】 保健所敷地内の建物を改修
【規模】 ６床
【対象】 ①入院が必要な状態にある自宅療養者（重症度 中等症Ⅰ・Ⅱ※）で、日常生活が自立している方
     ②その他本施設での治療等が必要と保健所が認めた方
  ※中等症Ⅰ:酸素飽和度 93％＜SpO2＜96％  臨床状態 呼吸困難、肺炎所見
   中等症Ⅱ:酸素飽和度 SpO2≦93％      臨床状態 酸素投与が必要
【内容】 ○医師の往診（午前1回・午後1回） ※その他状況に応じて別途往診対応
○看護師を24時間常駐 ○点滴（投薬）、必要時酸素投与等     【委託先】 新宿区医師会と調整中

○新型コロナウイルス感染症により、要介護者等が下記(１)(2)の状況になった場合、訪問介護事業者等に
対し、区が公費負担で訪問介護等のサービス提供を委託し、あわせて事業者やケアマネジャーに協力金を
支給することで、継続したサービス提供を図り、要介護者等の安定的な自宅療養や日常生活を支援する。

(１) 介護サービス等を受けている要介護者等が陽性になった場合
(２) 家族が陽性になり、家族による介護を受けられなくなり、一時的に訪問介護等のサービスが必要
となった場合

訪問介護等サービスの委託・事業所への協力金支給

【概要】第5波において、爆発的に感染が拡大したことから、入院が必要と判断されたが入院病床に空きがなく、
自宅等での待機を余儀なくされた方が多数発生した。
 こうしたことから、第6波の備えとして入院待機施設を整備し、自宅等での待機を余儀なく
される方の一時的な滞在場所を確保することで、区民の安全安心な生活環境を維持する。
 施設は12月下旬までに整備を完了し、感染状況に応じて運営する。

第５波では、陽性となった要介護者等及び障害者（「以下「要介護者等」という。）が入院できず自宅療養
となる事例や、家族が陽性となり、家族からの介護が受けられない事例があった。この状況を踏まえ、要介
護者等の方の自宅療養生活を支えるため、訪問介護事業者等からの安定的な介護サービス等を受ける仕組み
を確保し、12月以降、必要に応じて実施する。

陽性になった高齢者・障害者の自宅療養生活を支援します!

【支援の例】

（補正予算額:42,327千円）

 （仮称）自宅療養者入院待機施設の整備・運営 （補正予算額:143,150千円）


